
新型インフルエンザワクチン接種について 
 

１． 「小児（小学校就学前まで）」、「小学校」及び「中学生」に相当する年齢の方 

ア）接種対象者 

優先接種対象者 必要な書類 接種回数 

小学校３年生までに相当する年

齢の小児 

母子健康手帳又は被保険者証等年齢を確認できる書類 
２回 

小学校４年生から６年生に相当

する年齢の小児 被保険者証、学生証又は住民票等、年齢を確認できる書類 
２回 

中学生に相当する年齢の方 １回 

イ）接種日程  水曜日（祝日の除く） 午後２時より （受付は午後 1 時 30 分より） 

ウ）接種費用  １回目３,６００円 

        ２回目２,５５０円 

ウ）受付開始  平成 2２年１月６日（水）から   午後２時より午後４時３０分まで 

※市立病院 2 階外来 13 ブース（小児科）にて受付いたします。 

電話受付もいたします。（ＴＥＬ：072－922－0881） 

 

２．16 歳以上の方 

 ア）接種対象者 

イ）接種日程   木曜日（祝日は除く） 午後１時３０分～午後３時３０分 

※接種希望の方は、事前にご連絡ください。 

※接種回数は厚生労働省からの通達より、１回実施となりました。 

ウ）接種費用   ３,６００円 

エ）受付期間   月曜日～金曜日 平日の午前９時～午後５時（午後０時～１時は除く） 

※市立病院２階健診センターにて受付いたします。電話受付もいたします。 

(新型インフルエンザワクチン接種専用回線：０７２－９２２－０９０４)  

 

● 接種にお越しの際、必ず「必要な書類」をご持参ください。 

（証明書の確認がなければ受付できませんので、ご注意ください）。 

● 必要な書類をお持ちいただければ、ご本人以外の方（ご家族）でも申し込み受付は可能です。 

● 当院の診察券をお持ちの方は、申し込みの際ご持参ください。 

    八尾市立病院           Ｈ２２.０６.１０ 

接種対象者 必要な書類 

妊娠している方 母子健康手帳 

基礎疾患を有する方 優先接種対象者証明書 

１歳未満の小児の保護者 
母子健康手帳、被保険者証又は住民票等、１歳未満の小児と

同一世帯であることを確認できる書類 

優先接種対象者のうち、身体的な理由

により予防接種が受けられない方の

保護者等 

優先接種対象者証明書及び被保険者証、住民票等、優先接種

対象者のうち、身体上の理由により予防接種が受けられない

物と同一世帯であることを確認できる書類 

高校生に相当する年齢の方 被保険者証、学生証又は住民票等、年齢を確認できる書類 

高齢者（６５歳以上の方） 被保険者証、又は住民票等、年齢を確認できる書類 

健康な成人の方 被保険者証 

妊産婦インフルエンザは

終了しました 


